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第１章 大牟田市の保健福祉事業の概要 

 

第１節 健康福祉総合計画 

 

＜目的・事業内容＞ 

 本市ではこれまで、「地域福祉計画」「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」「障害者計画」「障害福祉

計画・障害児福祉計画」「健康増進計画」「食育推進計画」「自殺対策計画」を策定し、様々な施策を推進し

てきた。これらの取組みにより、市民の健康寿命が伸びるとともに、地域包括ケアシステムの構築が進んで

いるが、一方で、地域において支援を必要とする人や世帯の抱える課題は複数分野にまたがるなど、対象者

別・機能別に整備された公的支援では対応が難しくなってきている状況もある。 

 このような中、本市で暮らす全ての人が、身体的・精神的・社会的に満たされ、より豊かに暮らすことが

できるようにするために、これまで障害や高齢、健康、食育等の分野別に進めてきた施策を見直し、分野を

横断した総合的な取組みやライフステージに応じた取組みを一体的に推進することを目的として、本市にお

ける健康福祉分野の各種計画を統合し、令和３年２月に大牟田市健康福祉総合計画を策定した。 

健康福祉総合計画では、基本理念である「誰もが安心して健やかに暮らしながら、持てる力を生かし、社

会的に孤立することなく参加できる社会を実現する」を掲げ、「人が真ん中のまちづくり」を推進する。基

本目標を「一人ひとりが尊重され、安心して相談できる社会」「健康的で、住み慣れた地域で暮らし続けら

れる社会」「誰もが多様なきっかけや、つながりで参加できる社会」「新たな担い手が生まれる持続可能な社

会」の４つとし、基本目標ごとに２つから４つの施策を掲げている。計画期間は令和３年度から令和８年度

までである。当計画の策定及び進捗状況の調査審議のため、大牟田市健康福祉推進会議を設置する。 

 

＜実 績＞ 

大牟田市健康福祉推進会議 

開催日 議題 

令和2年6月26日（金） ・「大牟田市健康福祉総合計画」の策定について 

令和2年10月2日（金） ・「大牟田市健康福祉総合計画」素案について 

令和2年11月9日（月） ・「大牟田市健康福祉総合計画」素案について 

・パブリックコメントの実施について（報告） 

令和3年1月25日（月） ・市民意見募集（パブリックコメント）の結果と対応について 

・別冊（障害福祉編、介護保険編）について 

令和4年9月2日（金） ・計画の概要・進捗について 

・別冊（障害福祉編、介護保険編）について 

令和5年6月2日（金） ・会長及び副会長選出 

・大牟田市健康福祉総合計画について 

・障害福祉計画・障害児福祉計画の策定について 

・介護保険事業計画の策定について 

・部会の設置について 

令和5年10月20日（金） ・大牟田市健康福祉総合計画進捗管理について 

･障害福祉計画・障害児福祉計画、介護保険事業計画の実績と策定につい

て 

令和6年1月19日（金） ・大牟田市健康福祉総合計画別冊の策定状況について 
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第２節 地域福祉 

１ 地域福祉活動の推進 

 

（１）地域福祉計画の推進 

根拠法令等 社会福祉法第４条、第１０７条 負担割合 市10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

「地域福祉」とは、誰もが住み慣れた地域で、健やかに安心して日常生活を営み、全ての人が、その人ら

しい心豊かな人生を送ることができるよう、地域住民同士や各種機関の協働により、助け合い支え合うまち

づくりを目指すことである。 

令和３年度から「地域福祉計画」を含む健康福祉分野の各種計画を統合し、「大牟田市健康福祉総合計画」

を策定した。 

 

① 第4次大牟田市地域福祉計画の推進 

基本理念である「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるまちづくり（人が真ん中の 

まちづくり）」の実現のため、基本目標を「つながりを育む人づくり」「みんなで支え合う地域づくり」「生 

活課題の解決に向けた包括的な仕組みづくり」の３つとし、基本目標ごとに２つの施策を掲げ、その施策ご 

とに重点的な取組み項目を定め、地域福祉を推進した。今後は「大牟田市健康福祉総合計画」の中で、地域 

福祉の推進に努めていく。 

 

② 大牟田市地域福祉大会 

大牟田市地域福祉大会は、日頃から地域福祉活動に尽力している功労者を称えることや、地域福祉の実践

者が共に学び合う場とすること、さらには参加した住民が広く「支え合い」の意識を持つ機会にすることを

目的として、それまで市社会福祉協議会が行っていた「ふれあい福祉まつり」を発展させる形で、平成２１

年度から開催されているものである。（平成２２年度からは、市と市社会福祉協議会の共催形式で実施。） 

令和２、３年度は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策のため、開催中止となった。 

 

第１５回大牟田市地域福祉大会 

日時：令和６年２月４日（日） 

場所：大牟田文化会館小ホール 

参加者数：約３８０人 

 

〔実施内容〕 

副題：地域支えあい“絆”セミナー 

・大牟田市社会福祉協議会功労者表彰式典 

・基調講演 

「健康長寿のススメ～超高齢社会を元気に過ごすために～」 

（講師：福岡女子大学国際文理学部 食・健康学科 教授 太田雅規氏） 

 

（２）災害時要配慮者支援制度  

根拠法令等 災害対策基本法第４９条の１０～第４９条の１３ 負担割合 市10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

災害発生時に、要配慮者への情報伝達や安否確認を速やかに行うための支援体制構築に向け、「災害時要 

配慮者名簿」を整備している。また、地域や関係機関で名簿情報を共有し、日頃から要配慮者の状況把握に 

努めることで、災害時の要配慮者に係る人的被害の軽減を図る。 
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「災害時要配慮者名簿」は、これまで活用していた「避難行動要支援者名簿」と「災害時等要援護者名簿

（ご近所支え合いネット）」を平成２９年９月１日に一本化して整備を進めている。また、校区まちづくり

協議会などと名簿提供に関する協定を結び、まち全体での支援体制構築も進めている。そのほか、令和４年

２月に筑後地域消防通信指令事務協議会と情報共有に関する協定を締結し、市が提供した要配慮者情報を筑

後地域消防指令センターの消防緊急通信指令システムへ登録し、市消防本部が災害時等に活用することとし

ている。 

 

＜実 績＞ 

 要配慮者数 要支援者数 協定を締結した校区数 

令和５年度末 1,003 987（※） 9 

※平常時から関係者との情報共有に同意した者 

 

（３）多機関協働事業等（多機関協働事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、参加支援事業）  

根拠法令等 社会福祉法第１０６条の４ 負担割合 国 1/2 県1/4 市1/4 

 

＜目的・事業内容＞ 

対象者の属性を問わない相談支援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施することに

より、地域住民の複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備する。多機関協働事業等では、

相談支援包括化推進員を配置することで支援関係機関からつながれた、複合化・複雑化した支援ニーズを有

し様々な課題の解きほぐしが求められる事例に対して支援を行い、支援機関の抱える課題の把握、支援の方

向性の整理等の調整機能の役割を果たしている。 

 

＜実 績＞                         （件） 

                       

 

 

 

（４）地域力強化推進事業   

根拠法令等 社会福祉法第１０６条の３ 負担割合 国 1/2 県1/4 市1/4 

 

＜目的・事業内容＞ 

平成３０年８月より、住民に身近な圏域（小学校区）において地域住民が主体的に地域生活課題を把握し、 

解決を試みることができる体制づくりを支援することを目的に、地域力強化推進事業を実施している。 

令和４年度から重層的支援体制整備事業における参加支援事業として位置づけ、引き続き市内６ヶ所の地

域包括支援センターに「地域共創サポーター」を配置し、地域住民との相談を通じた地域生活課題の把握や、

ネットワークの構築を行うことで、本人本位の暮らしを実現する地域の支え合いの基盤をつくっていく。 

 

＜実 績＞ 

 令和５年度は、生活支援コーディネーターと共に、市内医療機関に対し調査を実施し、往診や送迎の有無

を把握・整理し、相談対応時に活用している。 

 地域食堂の開催に向けた会議等に参加し、地域の住民活動（多世代間交流）の支援を行っている。 

   また、地域での支援のニーズを把握するため、町内公民館単位での集会や行事等に参加し、地域住民や関

係機関との関係性づくりに取り組んでいる。 

地域への支援を行っている庁内外の関係部署の担当者との意見交換、情報交換を行い、地域共創サポータ

ーと当該部署等との連携協力や今後の活動について検討した。 

 

 

 

 R４ R５ 

個別ケースの相談数 １４５ １３８ 

支援プラン作成件数 ３ ４ 
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（５）生活困窮者自立相談支援事業  

根拠法令等 

①生活困窮者自立支援法第５条 負担割合 国 3/4 市1/4 

②生活困窮者自立支援法第６条 負担割合 国 3/4 市1/4 

③生活困窮者自立支援法第７条 負担割合 国 2/3 市1/3 

④生活困窮者自立支援法第７条 負担割合 国 2/3 市1/3 

⑤生活困窮者自立支援法第７条 負担割合 国 1/2 市1/2 

⑥生活困窮者自立支援法第７条 負担割合 国 2/3 市1/3 

 

＜目的・事業内容＞  

① 自立相談支援事業 

生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報の提供・助言を行うとともに、支援計画の作成、就労訓練事

業の利用あっせん等の支援を一体的に行う。 

 

② 住居確保給付金の支給 

離職等により住宅を失った者又はそのおそれの高い生活困窮者に対し、安定的に就職活動を行うことが

できるよう、有期で家賃相当額を支給する。令和２年度から新型コロナウイルス感染拡大による支給要件

見直しに伴い、休業等による収入減も対象となっている。 

 

③ 就労準備支援事業 

直ちに一般就労が困難な生活困窮者に対し就労に向けた動機付けや基礎能力の形成からの支援を行う。 

  

④ 一時生活支援事業 

住居を持たない生活困窮者に対して、個々の状況に応じて生活困窮者自立相談支援事業と連携しながら 

自立に向けた準備を行う間、一時的に居住場所等を確保する。 

 

⑤ 学習支援事業 

生活困窮世帯（生活保護受給世帯を含む。）の子どもに対して、学習の援助等の支援を行う。 

 

⑥ 家計相談事業 

相談者とともに家計の状況を明らかにして生活の再生に向けた意欲を引き出す。 

 

⑦ 被災者見守り・相談支援事業 

 令和２年７月豪雨災害における被災者に対し、生活支援相談員による見守り・巡回訪問等を通じて、支 

援ニーズの把握・掘り起しを行い、個別の状態や支援ニーズに応じて各種支援機関や専門職等と連携し、 

被災者の生活再建を総合的に支援することを目的とし、令和２年１１月に大牟田市地域支え合いセンター 

を設置し、令和５年３月末までその運営を大牟田市社会福祉協議会へ委託した。 

地域支え合いセンター活動終了後は、令和６年３月末まで相談窓口として業務を社会福祉協議会へ 

委託した。 

 

＜実 績＞ 

年度 

事業名 
R3 R4 R5 

自立相談支援相談件数 645 472 384 



5 

 

住居確保給付金支給者数（※1） 37 12 4 

就労準備支援相談者数 36 34 36 

学習支援登録者数 47 43 47 

一時生活支援事業利用世帯数 18 12 15 

家計再生プラン作成件数 41 49 59 

アウトリーチによる個別ケース対応

件数 
17 - - 

地域支え合いセンター戸別訪問件数 3,528 762 - 

被災者世帯相談対応窓口における 

相談対応件数 
- - 670 

 ※1：延長、再延長、再々延長含む 

 

２ 社会福祉協議会 

 

（１）社会福祉協議会への支援 

根拠法令等 
大牟田市社会福祉法人の助成手続きに関する条例 

大牟田市社会福祉協議会事業費補助金交付要綱 
負担割合 市10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

社会福祉法において「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として規定されている大牟田市社会

福祉協議会の円滑な運営に資するため、同会が行う地域福祉事業等に係る費用の一部を助成するとともに、

校区社会福祉協議会の活動支援に連携して取り組むなど、地域福祉の推進を図る。 

 

＜実 績＞ 

項目 金額（円） 

社会福祉協議会運営費補助 22,500,000 

 

（２）生活支援体制整備事業   

根拠法令等 

介護保険法第115条の45第2項第5号 

大牟田市社会福祉法人の助成手続きに関する条例 

大牟田市社会福祉協議会生活支援体制整備事業費

補助金交付要綱 

負担割合 

国 38.5/100  

県 19.25/100 

市 19.25/100  

保険料 23/100 

 

＜目的・事業内容＞ 

（１） 大牟田市社会福祉協議会が中心となって、生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、日

常生活の多様な支援体制の充実・強化及び社会参加の推進を一体的に図る。 

   ・小地域ネットワーク活動推進事業（福祉委員の育成） 

   ・地域組織活動促進事業（校区社協、校区社協会長会との連携・協働） 

   ・住民参加型福祉サービス提供体制充実事業（キャロットサービス） 

   ・協働型災害支援体制強化事業（災害ボランティアセンターの運営強化） 

   ・地域支え合い活動推進事業（大牟田市地域福祉大会の開催、地域支え合いマップ作成、買物・移動支 

援の展開等） 

 

＜実 績＞ 

項目 金額（円） 

大牟田市社会福祉協議会生活支援体制整備事業費補助 21,059,000 
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 （２）生活支援コーディネーター  第５節 介護保険（９）参照 

 

３ 民生委員・児童委員 

 

（１）民生委員・児童委員の活動 

根拠法令等 
民生委員法、民生委員法施行令 

児童福祉法第１６条～第１８条の３ 
負担割合 市1/2 県1/2程度 

 

＜目的・事業内容＞ 

   民生委員・児童委員は、社会奉仕の精神を持ち、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、

社会福祉の増進に努めている。 

   それぞれの担当区域において、必要に応じて生活状態を適切に把握し、援助を必要とする者がその有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう相談や助言、福祉サービスについての情報提供などの

援助を行うこと、関係行政機関の業務に対する協力、社会福祉事業や活動への支援、住民福祉の増進を図る

活動等を行っている。 

   民生委員は、大牟田市民生委員推薦会が推薦した者を、福岡県知事が社会福祉審議会の意見を聴き推薦し、

厚生労働大臣が委嘱する。民生委員は、児童福祉法第１６条第２項の規定に基づいて児童委員を兼務してい

る。 

   また、民生委員・児童委員の適格要件に該当する者で、児童福祉に関する理解と熱意を有するなどの要件

を満たす者の中から、主任児童委員が指名される。主任児童委員は、担当区域を持たず、児童相談所・学校

等の児童福祉関係機関との連絡を密にするとともに、区域を担当する民生委員・児童委員と一体となった活

動を展開している。 
 

      民生委員・児童委員の任期    令和４年１２月１日～令和７年１１月３０日（３年間） 

民生委員・児童委員の定数    ２９５人〔＜内＞ 主任児童委員 ３８人〕  
 

 市では、民生委員・児童委員の連絡・調整を図り、人格・識見の向上とその職務を行う上で必要な知識及

び技術を習得することを目的に組織されている大牟田市民生委員・児童委員協議会の活動を全般的に支援し、

民生委員・児童委員活動の充実を図っている。 

 

＜実 績＞ 

民生委員・児童委員の活動状況  

区       分 
民生委員・ 

児童委員 

主任児童委

員 

内容別相談・支援件数 

在宅福祉 261 0 

介護保険 262 0 

健康・保健医療 527 12 

子育て・母子保健 273 96 

子どもの地域生活 558 125 

子どもの教育・学校生活 400 162 

生活費 182 2 

年金・保険 73 0 

仕事 108 6 

家族関係 198 7 

住居 222 1 

生活環境 702 4 

日常的な支援 2,878 13 

その他 2,924 81 

計 9,568 509 
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分野別相談・支援件数 

高齢者に関すること 5,502 33 

障害者に関すること 563 7 

子どもに関すること 1,471 418 

その他 2,032 51 

計 9,568 509 

その他の活動件数 

 調査・実態把握 3,618 73 

 行事・事業・会議への参加・協力 9,211 950 

 地域福祉活動・自主活動 24,963 3,015 

 民児協運営・研修 9,653 1,752 

 証明事務 435 45 

 要保護児童の発見の通告・仲介 37 0 

訪問回数 
 訪問・連絡活動 51,985 1,736 

 その他 29,393 476 

連絡調整回数 
 委員相互 33,475 11,574 

 その他の関係機関 12,413 1,052 

活  動  日  数 49,420 7,109 

 

（２）民生委員推薦会 

根拠法令等 民生委員法、民生委員法施行令 負担割合 市10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

   民生委員推薦会の委員は、民生委員法第８条に基づき、本市の実情に通じるもののうちから市長が委嘱す

る。 

民生委員推薦会は、市議会議員の選挙権を有する者のうち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、

社会福祉の増進に熱意のある者であって、児童委員としても適当である者について民生委員として推薦する。 

なお、推薦を円滑にするため、校区ごとに民生委員推薦準備会を設置し、地域から選出した適任者を推薦

会へ推薦している。 

 

     民生委員推薦会委員の人数  １２人 

     民生委員推薦会委員の任期  令和４年１１月１１日～令和７年１１月１０日（３年間） 

 

＜実 績＞ 

審議対象者 会議回数 候補者推薦数（うち、主任児童委員） 退任者数 

任期中の民生委員 ４ ７（０） 5 

 

４ 社会福祉法人 

 

（１）社会福祉法人 

根拠法令等 社会福祉法 負担割合 －        

 

＜目的・事業内容＞ 

社会福祉法人のうち、主たる事務所が本市の区域内にあり、その行う事業が本市の区域を越えない社会福

祉法人は、大牟田市が所轄庁となり、当該要件を満たす法人の設立や定款変更等は、本市の認可を要する。

また、当該法人の指導監査についても、本市が実施する。 

社会福祉法人は極めて公共性の高い組織であり、健全かつ公正な運営が強く求められるとともに、社会福

祉を推進する中核的な組織として、多様な福祉ニーズを充足する役割が期待されている｡そのため、本市に

おける指導監査の方針は、法人の運営管理や公的資金の取扱い等が法令等を遵守しているか、並びに社会福

祉法人としての責務を全うしているかについて、実地において確認する。 
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＜実 績＞ 

  令和５年度指導監査実施状況 

大牟田市が 

所管する法人数 
２４法人 

令和５年度 

指導監査実施法人数 
４法人 

 

  指導結果 

指導区分 文書指摘 口頭指摘 助言 

全件数 １件 １６件 ２件 

 

上記指導事項 

に係る法人数 
１法人 ４法人 １法人 

 

５ 大牟田市福祉振興基金 

 

（１）大牟田市福祉振興基金 

根拠法令等 大牟田市福祉振興基金条例 負担割合 － 

 

＜目的・事業内容＞ 

   本格的な高齢化社会の到来に備え、地域における福祉活動の促進、安全で住みよい生活環境の形成等の事

業を推進し、もって福祉の向上充実に資するため、平成２年３月９日に設置された。 

 

＜実 績＞ 

運営状況                               （単位：千円） 

令和４年度末現在高 
令和５年度中増減額 

令和５年度末現在高 
積 立 金 取り崩し額 

261,924 8,590 19,996 250,518 

 


